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第　９　号

　　　令和６年度熊本県林業改善資金特別会計補正予算（第１号）

　令和６年度熊本県の林業改善資金特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ�195,913千円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ�686,066千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　（債務負担行為）

第�２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する

行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。

　　令和７年２月１９日提出

熊本県知事　木　村　敬



57

第１表　歳入歳出予算補正

　歳　　入

款 項 補正前の額 補　正　額 計

1 � 繰 入 金

千円

1,809

千円

△� 1,806

千円

3

1 � 一 般 会 計� 繰 入 金 1,809 △� 1,806 3

2 � 繰 越 金 358,280 △� 184,109 174,171

1 � 繰 越 金 358,280 △� 184,109 174,171

3 � 諸 収 入 521,890 △� 9,998 511,892

1 � 貸 付 金
� 元 利 収 入 355,640 △� 9,998 345,642

歳　　　入　　　合　　　計 881,979 △� 195,913 686,066
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　歳　　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

1 � 農 林
� 水 産 業 費

千円

858,972

千円

△� 212,922

千円

646,050

1 � 林 業 改 善� 資 金 858,972 △� 212,922 646,050

2 � 諸 支 出 金 23,007 17,009 40,016

1 � 繰 出 金 23,007 17,009 40,016

歳　　　出　　　合　　　計 881,979 △� 195,913 686,066
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第 2 表　債務負担行為

　設　　定

事　　　　　　　　　　　項 期　　　　間 限　度　額

　木材産業等高度化推進資金貸付 令和 7年度 298,500
千円


